
令和４年度 

新型コロナウイルス対策経営維持支援助成金（第２弾） 
（原油価格・物価高騰分） 

 

 
 

コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受ける中小企業・個人事

業主の皆様が町内での経営維持・継続に向けて取り組む場合に助成を行います。 

 

■助成対象 
 ◇釧路町内に事業所又は店舗を有する中小企業又は個人事業主 

（農林水産業、複合サービス業、政治団体、経済団体、宗教団体は対象になりません。） 

 

■条  件 
 ◇納期が到来している町税の滞納がないこと。 

  （町内に事業所等を有する法人については、法人町民税を申告納付していること） 

 ◇原油価格・物価高騰の影響で、令和3年11月から令和4年10月の燃料、資材、光熱費（電

気・ガス・通信料）の合計額から令和 2 年 11 月から令和 3 年 10 月までの同内容の合計額

を差し引いた額が10万円以上の場合に助成します。 

 ※令和４年度町助成金（第1弾）の受給額が5万円未満の事業者は、助成額5万円と町助成金

（第1弾）との差額が今回の助成額となります。この場合、申請書（経費差額計算不要）と請

求書をご提出ください。 

 ※令和４年度町助成金（第1弾）で５万円を受給した事業者は、申請対象外となります。 
 

■助成金支給額 

令和3年11月～令和4年10月の燃料、資材、光熱費（電気・ガス・通信料）の合計 

－ 令和 2年 11月～令和3年10月の燃料、資材、光熱費（電気・ガス・通信料）の合計 

 

                             10万円以上 

     助成額 5 万円（※） 

 

■提出書類 

① □ 釧路町新型コロナウイルス対策経営維持支援助成金交付申請書（別記様式第1号） 

② □ 釧路町新型コロナウイルス対策経営維持支援助成金請求書（別記様式第3号） 

③ □ 通帳の写し（ネットバンキング等の場合は、振込口座がわかるものの写し） 

※令和４年度町助成金（第１弾）で受給額が５万円未満の事業者は、①と②のみご提出ください。 

※申請書等は、９月１日より役場産業経済課及び各支所に設置いたします。 

 また、釧路町ホームページからもダウンロードできます。 

■郵送先 
 〒088-0692 釧路町別保1丁目1番地 釧路町役場 産業経済課 商工観光係 宛 

 申請期間 令和 4年 9月 1日～12月 28日 ※当日消印有効 
 

■お問合せ先  
釧路町産業経済課商工観光係 ☎0154-62-2193 

（受付時間）8時45分から17時 15分まで（平日のみ受付） 

１年以内に燃料、資材、光熱費が昨年

と比較して１０万円以上、上昇して

いる場合、５万円を助成します 

 

【対象期間拡大】 

昨年 11 月から今年１０月までの１年以内に燃料、資材、光熱費が昨年と比較して１０万円以

上、上昇している場合を対象に、助成拡大をしました 

 


